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文書管理法（仮称）の検討項目  

                                                       

宇賀克也 

１ 目的 

 （１）現在および将来の国民に対する説明責任の確保（国民主権・民主主義→主権者に

対する説明責任） 

 （２）国家活動の適正円滑な運営の確保→過去の事実・意思決定過程についての正確

な記録が不可欠 

 

 公務員の執務の便宜のための「公用物」としての文書管理→行政機関情報公開法の

制定により、現在の国民に対する説明責任の確保の視点が加わる（文書管理が「公用

物」＋「公共用物」） 

 将来の国民に対する説明責任の確保→国立公文書館、外交資料館、宮内庁書陵部等

における非現用文書の公開 

 

２ 定義 

（１）現用文書の管理の対象とする文書  

 行政文書  

 立法、司法 

 独立行政法人等情報公開法の対象法人の法人文書、地方公共団体の情報公開条例

の対象となる文書については責務規定か 

（２）公文書等の定義  

①公文書館法２条の定義 「国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録（現

用のものを除く）」 

公文書＝国又は地方公共団体が保管するもの（公務員がその職務を遂行する過程で作

成又は取得した文書）で非現用のもの 

等＝「その他の記録」＝公文書以外のすべての記録（私文書も含む） 

行政文書（立法文書・司法文書）と公文書等を包括する概念の定義 

②国立公文書館法２条の定義 「国の機関において現用のものを除く」 

（３）非現用の公文書等で国立公文書館等へ移管するもの 

 行政文書に限らず、立法機関・司法機関の保有する文書も対象となっている（国の機

関） 

 独立行政法人等情報公開法の対象法人の法人文書も含めるべき 

 国の機関、独立行政法人等情報公開法の対象法人が、そのいずれでもなくなっ場合

（ＪＲ、ＮＴＴ、旧郵政公社、旧道路関係公団、、旧新東京国際空港公団等）→国の機関、

独立行政法人等情報公開法の対象法人であった時代の文書については移管対象に含

めることが望ましい 

 当初から民間の場合→国立公文書館等の所掌事務として、かかる純粋民間文書の収
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集を明示的に位置づける法改正が望ましい 

 民間の公文書等を国立公文書館の展示に出展することを促進するために、「美術品の

美術館における公開の促進に関する法律」にならって、「公文書等の国立公文書館等に

おける公開の促進に関する法律」を制定し、登録公文書等の制度を設けることが望まし

い 

 相続等が発生した際に、私人が所有する歴史的価値ある公文書等が国立公文書館等

の所蔵になることを促進するために、租税特別措置法７０条の１２にならって、特定登録

公文書等について相続税の物納順位の特例を認め、物納された公文書等の管理替を行

い、内閣総理大臣から国立公文書館へ移管することにより、私蔵されている公文書等へ

のパブリック・アクセスを実現することが望まれる（法学教室２１２号１頁） 

 重要文化財等を譲渡した場合の課税の特例（租税特別措置法４０条の２）の譲渡先法

人に独立行政法人国立公文書館を指定 

（４）媒体の如何は問わない 

 行政文書、法人文書は明確 公文書等も同様に解される 

 行政文書ファイル管理簿に基づく移管交渉 行政文書管理ファイル＝「能率的な事務

又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相

互に密接な関連を有する行政文書（保存期間が１年以上のものであって、当該保存期間

を同じくすることが適当であるものに限る）の集合物」（行政機関情報公開法施行令１３条

２項１号）→保存期間が１年未満のものが運用上、移管対象外となる→広報資料等のよ

うに保存期間が１年未満のものは、従前は移管の対象外→２００５年６月３０日に移管基

準が改正され、移管対象とされた 

行政文書ファイル管理簿に記載されないものの中に移管対象とすべきものがないか検

討する必要→ＨＰ上の情報 霞が関ＷＡＮ上の電子掲示板 

３ 文書管理 

（１）作成 

 必要な文書が作成されない、作成されても内容が不十分→公務員の執務の便宜のた

めの文書管理としても問題、行政機関情報公開法に基づく開示請求にも十分対応できな

い（文書不存在、文書を作成したが散逸したか、作成しなかったのか自体が判明しないこ

ともある） 

処理に係る事案が軽微なものを除き、意思決定に当たっては文書を作成して行うこと並

びに当該行政機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則（行政機

関情報公開法施行令１６条１項２号）→何が軽微かは行政機関の長の判断に委ねられ

ているため、重要な行政文書が作成されない可能性が残る→文書の作成を義務づける

意思決定をできる限り具体的に規定することも考えられる 

（２）保管 

 紛失や不適切な廃棄を防止し、早期に評価・選別作業を行うために中間書庫が必要→

国の機関は、保存期間の最終年度に膨大な文書を評価・選別する労力を軽減できる 

 現行法上は、内閣府に附属する府省横断的共用書庫（原則）と各府省等の個別書庫
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の選択的併用 

 法改正を視野に入れれば、国立公文書館に中間書庫を設置することが考えられる 

 原則としてすべて内閣総理大臣に移管することについて事前に包括的に合意した文書、

歴史的に重要と思われる特定の政策として指定された文書、法律または閣議決定により

期限を限って内閣に置かれる組織の文書等を中間書庫に 

 中間書庫の利用については義務づけ型（韓国、神奈川県）と任意型（アメリカ）がある。

当面は部分的に任意型を認めるとしても、最終的には全面的に義務づけ型を目指すこと

が望ましいと思われる 

（３）廃棄 

 特別の理由があれば保存期間満了前に行政文書を廃棄することが各行政機関の長の

判断で可能（ただし、廃棄する行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を

記録する義務）→現用文書管理についての総括管理機関の長（内閣府の長としての内

閣総理大臣又は総務大臣）に廃棄の承認権を付与する立法政策も考えられる 

 移管協議中に保存期間満了となり廃棄されてしまった例→移管協議中は廃棄してはな

らない（保存義務がある）ことを行政機関情報公開法施行令１６条６号で規定すべき、独

立行政法人等情報公開法の法人文書についても非現用となったときに国立公文書館へ

の移管対象とする法改正が実現した場合には、同様の保存義務を法定 

（４）移管 

①保存期間の延長 

 保存期間が満了しても延長されて内閣総理大臣への移管が行われないことが多い 

（ア）移管基準の明確化 

 ２００５年６月３０日の移管基準改正 

 ２００７年６月２７日の「公文書等の適切な保存のための特定の国政上の重要事項等の

指定について」（内閣総理大臣決定）、「定期的に作成される行政文書の移管について」

（内閣総理大臣から各行政機関の長あて通知） 

（イ）行政文書ファイル名の不明確性 

 行政文書ファイル名が抽象的にすぎ、評価・選別が困難なことが稀でない→行政文書

ファイル名の具体化、記載の統一化→行政機関情報公開法に基づく開示請求対象分野

の特定を容易にするとともに、内閣総理大臣を通じた国立公文書館への移管対象文書

の特定、選別・評価にとっても重要 

（ウ）移管後の利用についての懸念 

 利用が不便になることへの懸念→行政利用については特別の配慮 

 デジタルアーカイブ化により、利用の不便さが解消され、移管が促進される 

 新たな「半現用文書」概念の創出 行政機関情報公開法施行令１６条１項８号では、保

存期間が満了した非現用文書のみを内閣総理大臣へ移管することになっており、写しで

あっても行政機関が保有していれば現用文書→写しを保有したまま原本を国立公文書

館に移管することは、行政機関情報公開法施行令１６条１項８号に反しないか 

情報公開についても、国立公文書館の保有する原本については、行政機関情報公開法
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５条４号・５号・６号に相当する理由による不開示は認められない（行政機関情報公開法

施行令３条３号イ）→写しの開示の範囲との不統一 

 この問題を解消するためには、現用・非現用の２分法ではなく、現用、「半現用」、非現

用の３分法を採ることも考えられる（従前の半現用概念は、現用概念に包摂される） 

 新しい「半現用」文書については、原本を国立公文書館に移管しても、行政機関が写し

を保有することは認める→写しは、行政機関情報公開法の行政文書に含まないこととし、

原本を独立行政法人国立公文書館利用規則に従って開示する旨の法改正を行う 

（エ）移管された文書の開示への懸念 

 行政機関情報公開法５条４号・５号・６号に相当する事由は移管後は、閲覧拒否事由と

ならない 

 ５条４号に相当する事由については、閲覧拒否を認めるのが合理的な場合がありうる

か検討の余地 

 ５条１～３号に相当する事由について、移管元機関の懸念を払拭する必要 

（オ）保存期間の延長が行政機関の長の裁量に委ねられていることの是非 

 タイの公的情報法（行政機関情報公開法＋行政機関個人情報保護法＋国立公文書館

法） 保存期間を延長はそのつど５年を超えることはできない 

②国の機関との合意 

 内閣総理大臣への移管には国の機関との合意が必要とされている（国立公文書館法１

５条２項）→内閣総理大臣へ移管されるのは非現用文書に限られるが、非現用文書は廃

棄するか、内閣総理大臣へ移管するかの選択→内閣総理大臣の判断を尊重すべき 

③立法機関・司法機関の長との協議による定めが不存在 

（５）ＩＴ化に対応した文書管理 

 作成・取得段階から文書のライフサイクル全体を見渡した文書管理が特に重要 

 原本性確保（『行政手続と行政情報化』（有斐閣）２５８頁以下） 

 見読性の確保のためのメタデータを作成・取得時点で付与→メタデータの記述内容の

標準化 

 公文書等は、情報自体ではなく情報が記録された媒体を意味する概念であるが、電子

公文書等の保存のためには媒体変換が必要→媒体変換後は、変換前の媒体は廃棄し、

変換後の媒体を公文書等としてとらえる→解釈により可能か、みなし規定を置く必要が

あるか 

 ハード・ソフト等のシステムの陳腐化に対応するために長期保存フォーマットに変換→

長期保存上の措置の統一性・安定性・効率性を確保するために保存期間満了前に総括

管理機関に移送して長期保存上の措置を一括してとる場合、総括管理機関の保管に係

る電子公文書の法的位置づけ（保存期間満了前は複製物、保存期間満了後、歴史的文

書として保存する段階では原本と位置づける場合、みなし規定がいるか） 

 

４ 文書管理の「司令塔」機能の在り方 

 国立公文書館への移管については、国立公文書館法に定めがあるが、最大の問題は
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同法が基本的に非現用になった段階から規律しようとしている点にある 

   現用段階から歴史的文書の保存を念頭に置いた記録保存型文書管理が重要 

 オムニバス方式（現用・非現用を包括した文書管理） 

 分担管理事務→内閣府の長としての内閣総理大臣 国立公文書館の助言、意見聴取 

 内閣総理大臣を総括管理機関（行政法概説Ⅲ（有斐閣）６９頁以下）として位置づける 

調査権（報告徴収権、実地監査権）、協議を受ける権利、承認権、勧告権、指示権、命令

制定権 

 国立公文書館を内閣府の外局とする場合→委員会または庁 歴史的文書の保存管理

のみならず、文書管理全般の企画立案・調整機能を付与すれば政策庁とすることも可能 

 長官→関係行政機関の長に対する資料提出・説明要求権、関係行政機関の政策に関

する意見陳述権 内閣総理大臣の総括管理機関としての権限の一部を公文書管理庁長

官に委任することも考えられる 

 内閣補助事務→内閣府特命担当大臣 資料提出要求権、説明要求権、勧告権、報告

要求権、意見具申権 

 セグメント方式 

 現用文書→総務大臣が総括管理機関 非現用文書→内閣総理大臣が総括管理機関 

  内閣府に文書管理委員会を設けて総務大臣が諮問 

 

５ その他の法律問題 

 著作権法との関係 

 国立公文書館における閲覧請求について申請権を付与し、抗告訴訟で争うことを可能

とするか 

 自己情報の開示等の請求権 補正説明の添付 

 外交資料館、宮内庁書陵部等における第三者機関によるインカメラ審理 

 

参考 宇賀克也「公文書等の適切な管理、保存及び利用」情報公開の理論と実務（有斐

閣、２００５年）8章  
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